
 

 

 

 

 

 

 

「商品寄贈による社会福祉貢献活動に関する協定」の締結式について 

 

石川県と株式会社セブン-イレブン・ジャパン、石川県社会福祉協議会は、株式会社

セブン-イレブン・ジャパンが、石川県内の店舗での改装・移転時等に発生する在庫商

品を、石川県社会福祉協議会へ寄贈し、石川県社会福祉協議会等を通じて福祉施設等

へ無償で提供するため、３者による協定を次のとおり締結します。 

 

１ 日時  令和元年１１月２０日（水）１１：３０～１２：００ 

 

２ 場所  石川県庁行政庁舎４階 知事室 

 

３ 出席者  ・石川県 

知事 谷本 正憲 

       ・株式会社セブン-イレブン・ジャパン 

新潟・北陸ゾーン ゾーンマネージャー 藤木 俊英 

       ・社会福祉法人石川県社会福祉協議会 

   理事長 深山 彬 

 

４ ３者の役割 

   ・セブン-イレブン  

店舗改装時等で発生する商品を、石川県社会福祉協議会へ寄贈 

  ・石川県社会福祉協議会 

       寄贈された商品の配分 

   ・石川県 

    広報活動等、本取組みに必要な支援 

（ 資 料 提 供 ） 

令和元年１１月１９日 

健康福祉部次長兼厚生政策課長 林 

直通 076（225）1410 

県庁内線 4010 


